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(57)【要約】
【課題】　歯科治療に於ける根管充填作業を、より確か
に、より手早く行えるようにして、患者にとっても歯科
医師にとっても疲労が少なく安楽であるようにする。
【解決手段】　ハンドル側筐体１０の先に振動側筐体１
１を取り付ける。振動側筐体１１の中に根管充填ロッド
３の着脱部１３を往復動自在に組み込む。着脱部１３の
後端部の根管充填ロッド３の装着口１６から挿着してネ
ジ蓋３３で固定された根管充填ロッド３はその針部３１
が着脱部１３および振動側筐体１１の前端部から突出す
る。針部３１の先端部３２は平らである。チェアーユニ
ット２のギヤードモータ２０の回転軸２１にハンドル側
筐体１０の回転軸２５が連結され、これに偏心状態で取
り付けられたピン２６が着脱部１３の側面部に設けられ
たピン穴１４に掛合されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端部分が略平面または略球面である根管充填ロッドと、筐体と、該筐体に往復動自在
に設けられた前記根管充填ロッドの着脱部と、前記筐体に収められ前記着脱部に往復運動
を与えて前記根管充填ロッドを往復動させる往復動発生部とから成る、往復駆動式根管充
填具。
【請求項２】
　前記往復動発生部が、任意の動力による回転軸に偏心させて設けられたピンを、前記着
脱部の側面部に設けられたピン穴に掛合させて成るものである、請求項１に記載の往復駆
動式根管充填具。
【請求項３】
　前記着脱部が、前記根管充填ロッドを後側から挿着してロッドの先を前側から出すよう
に構成されていると共に、挿着した前記根管充填ロッドを止めるための固定手段を前記着
脱部の後部に備えている、請求項１に記載の往復駆動式根管充填具。
【請求項４】
　前記着脱部の側壁部に、軽量化のための肉薄部または孔部が設けられている、請求項１
に記載の往復駆動式根管充填具。
【請求項５】
　前記根管充填ロッドの表面がフッ素コート面である、請求項１に記載の往復駆動式根管
充填具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、プラガーやこれに類するファイルを往復運動させて、歯の詰め物を垂直に
加圧するための、往復駆動式根管充填具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　神経を除去した後の虫歯の穴に、ワックス付きのフロスやガッターパーチュアーなどの
根管充填材を緊密に詰めて再度感染が起こらないようにする治療は、根管充填と呼ばれて
いる。
【０００３】
　上述したような根管充填治療については、下記インターネットサイトの記事が分かりや
すい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】インターネットＷＷＷサイト＜ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｓ－
ｄｃ－ｍ．ｎｅｔ／ｐａｇｅｓ／ｒｏｏｔ．ｈｔｍｌ＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この根管充填治療の際の手業に用いられる根管充填具が、プラガーやこれに類するファ
イル類であり（以下根管充填ロッドと呼ぶ）、これによってワックス付きのフロスなどの
根管充填材を根尖方向へ垂直に加圧して隙間なく詰め込むことが行われる。
【０００６】
　この発明の課題は、上述したような根管充填作業を、より確かに、より手早く行えるよ
うにして、患者にとっても歯科医師にとっても疲労が少なく安楽であるようにすることを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　上記の課題は、根管充填具により歯の詰め物を垂直に加圧するのであるが、この動作を
手動でではなく補助動力によって行うようにすることで解決される。すなわち本発明が提
供するものは、先端部分が略平面または略球面である根管充填ロッドと、筐体と、該筐体
に往復動自在に設けられた前記根管充填ロッドの着脱部と、前記筐体に収められ前記着脱
部に往復運動を与えて前記根管充填ロッドを往復動させる往復動発生部とから成る、往復
駆動式根管充填具である。歯科医師は筐体を手に持って施術を行う。
【０００８】
　往復動発生部として、例えばチェアーユニットの電動モータの回転軸から動力を受ける
回転軸にクランクを設けて、根管充填ロッドの着脱部をクランクに係合させたものでは、
電動モータを回転駆動させるとクランクが回転して、着脱部とクランクとにより回転運動
が往復運動に変換されて根管充填ロッドに伝達される。
【０００９】
　また電動モータの回転軸に偏心させて設けられたピンを、前記着脱部の側面部分に設け
られたピン穴に掛合させて成るものも、上記クランクと同様に着脱部に往復運動を生じさ
せることが出来る。
【００１０】
　また電動モータの回転軸に取り付けた回転盤の外周部の一箇所に、往復杆を回動ピンで
止めたものや（これもクランクの一種と言って良い）、回転軸のカムに往復杆の先端部の
コロを接触させたものや、ラックギヤとピニオンギヤとの噛合に付いてラックギヤを正回
転・逆回転させる電動モータの制御を行うものなど、任意の変換機構を用いて良い。
【００１１】
　上記任意の動力に付いて、例えばチェアーユニットからの水流を利用して回転軸に回転
運動を生じさせる水タービンにも可能性がある。なお上述したような動力源として、チェ
アーユニットのものを利用するのではなく、別に電動モータなどを筐体側に設ける設計も
ある。これ等もまたこの発明の権利範囲である。
【００１２】
　こうした往復運動は高速に行わせることが可能である。従って歯科医師は自己の指だけ
で根管充填ロッドを操作して根管充填材を緊密に詰めるのではなく、電動モータの往復動
の助けを得ることが出来るようになるため、施術に無理をしなくて済むようになり、疲労
が少なく短時間で治療することが可能となる。これはより良い歯科治療のための大きな助
けである。また患者側にとっても負担の軽減につながる。なお電動モータとしてはリニア
モータを利用することも可能である。
【００１３】
　次に前記着脱部が、前記根管充填ロッドを後側から挿着してロッドの先を前側から出す
ように構成されていると共に、挿着した前記根管充填ロッドを止めるための固定手段を前
記着脱部の後部に備えているものとすることが出来る。
【００１４】
　根管充填ロッドが支軸と針状部とから成るものである場合の根管充填ロッドの取り付け
には、着脱部の前側に、支軸を前側から装着するための装着口を備えている構成の他に、
この請求項のような構成がある。根管充填ロッドを後側から挿着した後に固定手段で根管
充填ロッドを止めることによって、根管充填ロッドは往復駆動式根管充填具にしっかりと
固定される。前者の構成でも問題はないのであるが、根管充填ロッドの針状部を、たとえ
先端部分が略平面または略球面であるとは言え、歯科医師に向けるような形で、根管充填
ロッドの支軸を前側から装着したり脱着したりすることに抵抗があると言うような場合に
は、着脱部の後側から根管充填ロッドの針状部を歯科医師から離れるような形で根管充填
ロッドの支軸ごと挿着したり脱着したりし得るように構成することが好ましい。またこの
挿着脱着方式の方が使い勝手が比較的に良い。
【００１５】
　次に前記着脱部の側壁部に、軽量化のための肉薄部または孔部が設けられているものと
することが出来る。これは往復駆動式根管充填具の全体の重量に関わる問題である。すな



(4) JP 2020-81828 A 2020.6.4

10

20

30

40

50

わち往復駆動式根管充填具の全体の重量がより軽い方が歯科医師にとって取り回しが楽に
なるので良いと言う場合がある。本着脱部はこのような場合に好適なものとなっている。
【００１６】
　次に前記根管充填ロッドの表面がフッ素コート（フッ素樹脂コーティング）面であるも
のとすることが出来る。根管充填ロッドにフッ素コートが施されていると、フッ素樹脂に
よってロッドの表面が保護され、防汚となり、ロッドが金属である場合の変色修正が自然
に為される作用がある。
【００１７】
　すなわちフッ素樹脂の保護膜の形成によって、撥水性や耐磨耗性と共に滑り性が向上す
る。このことはワックス付きのフロスやガッターパーチュアーなどの根管充填材に対する
接着性が低くなることを意味する。従って高速で根管充填材を加圧するのに都合が良い。
なおフッ素樹脂以外の非粘着性が高い、接着エネルギーの小さい素材を用いたものもこの
発明の権利範囲内であるものとする。
【発明の効果】
【００１８】
　この発明によれば、先端部分が略平面または略球面である根管充填ロッドと、筐体と、
該筐体に往復動自在に設けられた前記根管充填ロッドの着脱部と、前記筐体に収められ前
記着脱部に往復運動を与えて前記根管充填ロッドを往復動させる往復動発生部とから成る
往復駆動式根管充填具を提供することにより、根管充填作業が歯科医師の手業のみに頼る
ことなく、往復動発生部による振動の助けを得ることが出来るようになるために、施術に
無理が少なくなる。すなわち根管充填治療がより確かに、より手早く行えるようになり、
患者にとっても歯科医師にとっても疲労が少なく安楽となる効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】　実施例１の一部を切欠して模式的に表した説明図である。
【図２】　この回路部分を模式的に表した説明図である。
【図３】　振動筒１３の一部を切欠して模式的に表した説明図である。
【図４】　実施例２の一部を切欠して模式的に表した説明図である。
【図５】　実施例３の根管充填ロッド３５の説明図である。
【図６】　実施例４の振動側筐体５１の一部を切欠して模式的に表した説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下ではこの発明の実施例を図面に基づいて説明するが、この発明はこれ等に限定され
るものではない。
【実施例１】
【００２１】
　図１乃至図３で表された根管充填ロッド３用の往復駆動式根管充填具１は、ハンドル側
筐体１０と振動側筐体１１とから成り、振動側筐体１１はハンドル側筐体１０の先端部分
にハンドル側筐体１０とでＴ字状を形成するように取り付けられている。振動側筐体１１
の内部には歯の詰め物を垂直に加圧するための根管充填ロッド３の着脱部１３が、開口部
１２から先端部分を出すような形で、往復動自在に組み込まれている。後述する往復動発
生部はこの着脱部１３を往復動させるためのものである。
【００２２】
　チェアーユニット２には電動のギヤードモータ２０が納められており、ギヤードモータ
２０の入力端子２２へはチェアーユニット電源２４からフットスイッチ２３を介して電力
が供給されるようになっている。そしてギヤードモータ２０の回転軸２１は、ハンドル側
筐体１０の中の回転軸２５に接続されている。
【００２３】
　回転軸２５の先端部にはピン２６が偏心状態で設けられており、このピン２６が着脱部
１３の側面部に設けられたピン穴１４に掛合している。このように往復動発生部が構成さ
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れている。なおこの実施例で使用される根管充填ロッド３は挿着部３０と針部３１とから
成っており、針部３１の先端部３２は平らである。
【００２４】
　着脱部１３は振動側筐体１１の内側にあって前後方向（図１の上下方向）に振動可能に
設けられている。また着脱部１３の側面部より突出するガイドピン１７が振動側筐体１１
の内側に前後方向すなわち根管充填ロッド３が往復動する方向に設けられたガイド溝１８
に挿入されている。
【００２５】
　また着脱部１３の後端部には装着口１６が開口されており、上記根管充填ロッド３をこ
こから装着すると、その針部３１が着脱部１３の針通し孔１５から抜け出て、挿着部３０
の先端部が上記針通し孔１５の内側に接触するまで押し込むことが出来るように構成され
ている。なお上記装着口１６には固定手段としてのネジ蓋３３を捻じ込むことで、根管充
填ロッド３を固定することが出来る。従って根管充填ロッド３の交換はこのネジ蓋３３を
着脱することによって行う。なお固定手段はネジ式でなくとも良い。
【００２６】
　この発明では、根管充填ロッド３を着脱部１３の先端部側から着脱し得るように構成す
ることが可能であるが、この実施例の特徴はそうではなくて、後端部側から着脱し得るよ
うに構成されており、根管充填ロッド３の装着がより使い勝手が良いものとなっている点
にある。なお回転軸２５のピン２６が着脱部１３の側壁部のピン穴１４に横方向から嵌め
込まれているため、図３から明らかであるように、回転軸２５の回転は着脱部１３を前後
方向に振動させるだけで、実質的に根管充填ロッド３の針部３１周りに回転させるように
は作用しない点も特徴である。但し、回動振動が比較的大きく生ずることを良しとしない
場合を考慮して、上述のようなガイドピン１７とガイド溝１８との構成を設けているので
ある。なお矢線Ｓはストロークの方向を表している。
【実施例２】
【００２７】
　さてここで実施例１の往復駆動式根管充填具１の他の用途に付いて説明する。歯科治療
に於いては、過去に根管充填を行った歯に緊密に詰められているワックス付きのフロスや
ガッターパーチュアーなどの詰め物を取り除いて、再度治療を行う必要を生じることがあ
る。この際に古くなった詰め物を綺麗に除去するには、従来は細かい手作業を時間を掛け
て行う必要があったのである。
【００２８】
　ところが実施例１の往復駆動式根管充填具１に、根管充填ロッド３の代わりに市販品の
ハンドファイル４を装着して使用すると、針部４１が手業では敵わないほど高速に上下動
を行うため、針部４１に設けられている突起４２に古くなった詰め物が引っ掛けられて、
スルスルと一塊となって取れると言う現象を生ずるのである。これは当発明者にとっても
思わぬ発見であった。
【００２９】
　従って往復駆動式根管充填具１をこのように用いれば、根管充填材の根管充填作業の時
もそうであるが、古くなった詰め物の除去に際しても、施術がより確実により手早く行え
るようになる効果が得られるのである。
【００３０】
　なお実施例２では、装着口１６に実施例１のネジ蓋３３よりも薄くて軽いネジ蓋３４を
捻じ込むようにしている。これによって往復駆動式根管充填具１の着脱部１３の軽量化が
可能になる。図中符号４０は市販品のハンドファイル４に於ける摘み部である。
【実施例３】
【００３１】
　次に、図５を用いて実施例３の根管充填ロッド３５を説明する。上述した実施例では、
根管充填ロッド３が挿着部３０と針部３１とから成っており、この針部３１の先端部３２
は平らであった。
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　これに対して本根管充填ロッド３５は挿着部３６と針部３７とから成り、針部３７の先
端部３８は曲面に一種である球状を呈している。このように先端部３８が球状であると、
ワックス付きのフロスなどの根管充填材を根尖方向へ垂直に加圧した際に、垂直方向への
加圧と共におよそ斜め下方向への加圧が同時に為されると言う特徴が生ずるのである。
【００３３】
　加えて本根管充填ロッド３５の表面はフッ素コート（フッ素樹脂コーティング）面とな
っている。フッ素樹脂の保護膜によって金属製の針部３７とその先端部３８の表面が保護
されて、撥水性や耐磨耗性と共に滑り性が向上する。従って防汚効果や、ワックス付きの
フロスやガッターパーチュアーなどの根管充填材に対する接着性が低くなる効果がある。
【実施例４】
【００３４】
　図６で表したこの実施例は上述した実施例１に次のような構成を採用したものである。
すなわち根管充填ロッドの着脱部５３の側壁部に切欠部５９を設けることにより、着脱部
５３の重量をより軽いものとした。従って根管充填ロッド５の全体重量も、より小さなも
のとなっている。
【００３５】
　なお符号５１は振動側筐体を、符号５２は開口部を、符号５４はピン穴を、符号５５は
針通し孔を、符号５６は根管充填ロッドの装着口を、符号５７はガイドピンを、符号５８
はガイド溝を指している。切欠部５９の形状や個数や設ける位置などは任意設計事項であ
る。切欠部として孔が開いていることが好ましくないのであれば、この切欠部を軽い素材
で埋めるような工夫をしても良い。或いは孔ではなく肉薄部としても良い。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　この発明によれば、根管充填治療がより確かにより手早く行えるようになり、歯科医師
や患者の負担が大幅に軽減されるため、この発明の産業上の利用価値には極めて高いもの
がある。なおこの発明は獣医療分野での利用の可能性がある。
【符号の説明】
【００３７】
１　：根管充填具　　　　　１０：ハンドル側筐体　　１１：振動側筐体
１２：開口部　　　　　　　１３：着脱部　　　　　　１４：ピン孔
１５：針通し孔　　　　　　１６：装着口　　　　　　１７：ガイドピン
１８：ガイド溝
２　：チェアーユニット　　２０：ギヤードモータ　　２１：回転軸
２２：入力端子　　　　　　２３：フットスイッチ　　２４：チェアーユニット電源
２５：回転軸　　　　　　　２６：ピン
３　：根管充填ロッド　　　３０：挿着部　　　　　　３１：針部
３２：先端部　　　　　　　３３：ネジ蓋　　　　　　３４：ネジ蓋
３５：根管充填ロッド　　　３６：挿着部　　　　　　３７：針部
３８：先端部
４　：ハンドファイル　　　４０：摘み部　　　　　　４１：針部
４２：突起
５　：根管充填ロッド　　　５１：振動側筐体　　　　５２：開口部
５３：着脱部　　　　　　　５４：ピン孔　　　　　　５５：針通し孔
５６：装着口　　　　　　　５７：ガイドピン　　　　５８：ガイド溝
５９：切欠部
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